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資料７ 

令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日 

第４回空家等対策審議会資料 
 

秋田市空き家対策総合実施計画の改定について 
 

１ 秋田市空き家対策総合実施計画の改定について 

  代執行、改修費補助、解体費補助などの空き家対策事業については、国の

補助金である空き家対策総合支援事業を活用しておりますが、この活用のた

めには、空家等対策計画に沿って実施される空き家等対策であって、空き家

対策総合実施計画に従って行われる事業である必要があります。 

このため、令和７年３月に、秋田市空き家対策総合実施計画を策定して、

各種事業を実施しておりますが、この度の秋田市空家等対策計画の改定に伴

い、本計画も改定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

 秋田市空家等対策計画に沿って実施される空き家等対策の実施計画として

位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等対策の推進に関する
特別措置法 第 14 次秋田市総合計画 

（令和８年３月第 15 次計画 
策定予定） 

第７次秋田市総合都市計画 

第２期秋田市住生活基本計画 

（令和８年３月改定予定） 

【実施計画】 

秋田市地域住宅計画 

秋田市社会資本総合整備計

画(地域住宅分野) 

空き家等対策の展開 

秋田市空家等対策計画 
（令和８年３月改定予定） 

計画期間 令和６年度～令和１２年度（延長予定） 

・計画の対象 

・基本目標および基本方針 

・空き家等対策 

・実施体制、成果指標、進捗管理 等 

空家等に関する施策を総合
的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針 
 

【その他関連計画】 

秋田市立地適正化計画 

秋田市中心市街地活性化プラン 

第２期秋田市耐震改修促進計画 

（令和８年３月第３期計画策定予定） 

秋田市地域防災計画 等 

秋田市空き家等の適切な管理
に関する条例 

（令和６年１２月改正） 

秋田市空き家対策基本方針 
（計画策定後廃止） 

【実施計画】 

秋田市空き家対策総合実施計画 
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３ 計画（案）について（資料８参照） 

秋田市空家等対策計画改定の内容等を踏まえ本実施計画の改定を行う。 

なお、計画の期間は、秋田市空家等対策計画の計画期間と同じく令和１２

年度までとする。 

 

４ 市長への回答等について 

市長への回答等については、秋田市空家等対策計画（案）のスケジュール

と同様に対応することとします。 

市長へ回答後、令和８年３月末に改定を行い、ホームページで公表します。 

 

５ 今後の改定等について 

本計画は、国の補助金の活用を図るため、今後の空き家等対策の進捗状況

や新たな予算計上等によって改定が必要となる場合があります。 

改定が必要となった場合は、空き家対策の取組状況や評価のために毎年度

開催を予定している審議会（毎年度２月頃開催予定）に調査審議を依頼しま

す。 

 

 


